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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

２ 特定調達契約について一般競争入札に付す 管財課

る件

３ 同 同

４ 道路の区域を変更する件 道路整備課

５ 同 同

６ 道路の供用を開始する件 同

【教育委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県教育委員会の任命に係る会計年度任

用職員の任用等に関する規則

２※ 徳島県教育委員会会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する規則

３※ 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費

用弁償に関する規則

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１※ 政治資金規正法の規定に基づく収支報告書

等の閲覧及び写しの交付に関する規程の一

部を改正する告示

２※ 政治資金規正法の規定に基づく少額領収書

等の写しの開示に関する規程の一部を改正

する告示



【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

１ 殻長１０センチメートル以下のあわび（く

ろあわびを除く。）の採補を禁止する件



徳
島
県
告
示
第
二
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
万
代
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
二
六
一
、
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
万
代
庁
舎

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
１
か
ら
８

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
受
け
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に



関
し
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
手
続
等

１

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

期
間

（一）

令
和
二
年
一
月
七
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
二
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

ま
で方

法

（二）

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

３

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書

（一）
類
を

に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留

（三）

郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（１）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（２）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

（３）
証
明
す
る
書
類
の
写
し

提
出
期
間

（二）

令
和
二
年
一
月
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
（
徳
島

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日

を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

。
）提

出
場
所

（三）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

提
出
部
数

（四）

一
部
と
す
る
。

４

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）



令
和
二
年
二
月
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

５

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

７

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

８

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

入
札
参
加
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
万
代
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入
札

書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
押
印
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
９

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

四

契
約
手
続
に
関
す
る
事
項

１

契
約
書
作
成
の
要
否

要

２

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当



徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

五

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

六

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed

b
y
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t
O
ffice.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
3
,2
6
1
,9
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:F
eb
ru
ary
2
5
,
2
0
2
0
b
y
2
:0
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
F
eb
ru
ary
4
,
2
0
2
0
-

F
eb
ru
ary
2
1
,
2
0
2
0
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
k
u
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
三
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
物
品
等
及
び
予
定
数
量

徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
八
五
四
、
六
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

２

調
達
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

契
約
期
間

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

調
達
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

５

需
要
場
所

施
設
名

所
在
地

徳
島
合
同
庁
舎

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

吉
野
川
合
同
庁
舎

吉
野
川
市
川
島
町
宮
島
七
三
六
―
一

南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六

同

美
波
庁
舎

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
弁
才
天
一
七
番
地
一

西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
建
神
社
下
南
七
三

同

三
好
庁
舎

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
四
一
五
番
地

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
１
か
ら
８

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
受
け
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法



（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

６

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
等
に

関
し
、
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

８

調
達
開
始
日
か
ら
供
給
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
手
続
等

１

契
約
条
項
を
示
す
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

２

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間
及
び
方
法

期
間

（一）

令
和
二
年
一
月
七
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
二
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

ま
で方

法

（二）

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
料
で
交
付
す
る
。

３

事
前
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
方
法
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
書

（一）
類
を

に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
（
簡
易
書
留

（三）

郵
便
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
提
出
期
間
内
に
必
着
の
こ
と
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

。

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（１）

二
酸
化
炭
素
排
出
係
数
等
適
合
証
明
書

（２）

電
気
事
業
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

（３）
証
明
す
る
書
類
の
写
し

提
出
期
間

（二）

令
和
二
年
一
月
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
（
徳
島

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日

を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

。
）提

出
場
所

（三）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

提
出
部
数

（四）

一
部
と
す
る
。

４

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時

（一）

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
午
後
二
時
三
十
分



場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
入
札
室

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
提
出
期
間
及
び
宛
先

（三）

提
出
期
間

（１）

令
和
二
年
二
月
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

宛
先

（２）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

５

入
札
方
法

入
札
書
記
載
金
額
は
、
調
達
期
間
の
電
気
料
金
の
総
価
と
す
る
こ
と
。

（一）

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相

（二）
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

７

入
札
の
失
格

入
札
書
記
載
金
額
と
入
札
内
訳
書
記
載
の
合
計
額
（
税
抜
）
が
一
致
し
な
い
者
は
失
格
と
す
る
。

８

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

入
札
参
加
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
及
び
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
の
入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入

札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
押
印
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

明
ら
か
に
連
合
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
入
札

（八）

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（九）
９

落
札
者
の
決
定
方
法

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
行
っ
た
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。



四

契
約
手
続
に
関
す
る
事
項

１

契
約
書
作
成
の
要
否

要

２

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

五

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
次
年
度
以
降
の
予
算
が
減
額
さ
れ
、
又
は
削
除
さ

れ
た
場
合
は
、
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
徳
島
県
は
、

当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
３

問
合
せ
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
〇
六
四
）

六

S
u
m
m
ary

１
N
atu
re
an
d
q
u
an
tity
o
f
th
e
p
ro
d
u
cts
b
ein
g
p
u
rch
ased

A
m
o
u
n
t
o
f
electricity

th
at
w
ill
b
e
u
sed

b
y
th
e
6
C
o
m
m
o
n
B
u
ild
in
gs
o
f
th
e
T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t
O
ffice.

E
stim
ated

am
o
u
n
t
o
f
E
lectric

P
o
w
er
:
1
,8
5
4
,6
0
0
kW
h

２
P
erio
d
fo
r
th
e
S
u
b
m
issio
n
o
f
T
en
d
ers

H
an
d
d
elivered

su
b
m
issio
n
s:F
eb
ru
ary
2
5
,
2
0
2
0
b
y
2
:3
0
p
.m
.

S
u
b
m
issio
n
s
b
y
m
ail:
M
u
st
b
e
d
elivered

b
etw
een
F
eb
ru
ary
4
,
2
0
2
0
-

F
eb
ru
ary
2
1
,
2
0
2
0
.

３
F
o
r
fu
rth
er
in
fo
rm
atio
n
,
p
lease

sen
d
all
en
q
u
iries

to
th
e
fo
llo
w
in
g
ad
d
ress

T
o
ku
sh
im
a
P
refectu

ral
G
o
vern
m
en
t

P
ro
p
erty

M
an
agem

en
t
D
ivisio

n
,
M
an
agem

en
t
S
trategies

D
ep
artm
en
t

1
-
1
B
an
d
ai-
ch
o
,
T
o
ku
sh
im
a
C
ity
7
7
0
-
8
5
7
0

T
el:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
6
4



徳
島
県
告
示
第
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
西
山
穴
漬
四

７

一
九
〇
番
八
地
先
か
ら

旧

五
・
四
〜
一
〇
・
九

九
九
・
四

６

白
地
州
津

同

四

２

一
九
〇
番
一
三
地
先
ま
で

同

新

八
・
六
〜
一
四
・
五

九
九
・
四



徳
島
県
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
山
城
町
粟
山
字
志
も

１

旧

六
・
一
〜
七
・
八

九
・
六

屋
敷
九
一
番
一
〇
地
先

７

粟
山
殿
野

２

同

新

六
・
一
〜
八
・
三

九
・
六



徳
島
県
告
示
第
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
西
山
穴
漬
四
一
九

７

〇
番
八
地
先
か
ら

６

白
地
州
津

九
九
・
四

令
和
二
年
一
月
七
日

同

四
一
九

２

〇
番
一
三
地
先
ま
で



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
単
に
「
会
計
年
度
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
の
任
用
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
任
命
に
係
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
適
用
す
る
。

（
職
の
区
分
及
び
職
務
の
内
容
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
の
区
分
及
び
職
務
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

職

の

区

分

職

務

の

内

容

高
度
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
で
あ

っ
て
、
重
要
施
策
又
は
重
要
事
業
の
推
進
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る

。

準
高
度
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従

事
す
る
。

専
門
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
な
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
。

教
育
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
又
は
経
験
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

一
般
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
業
務
に
従
事
す
る
。

補
助
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
補
助
的
な
業
務
に
従
事
す
る
。

管
理
栄
養
士

上
司
の
命
を
受
け
、
管
理
栄
養
士
と
し
て
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

栄
養
士

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
と
し
て
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る



業
務
に
従
事
す
る
。

技
能
労
務

上
司
の
命
を
受
け
、
技
能
労
務
に
従
事
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
業
務
に
従
事
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
の
職
の
区
分
及
び
職
務
の
内
容
は
別
に
定
め
る
。

（
任
用
）

第
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会

規
則
四
―
九
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
選
考
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
選
考
は
、
口
述
考
査
に
よ
る
能
力
の
実
証
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
必
要
に

応
じ
て
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
の
手
続
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

４

選
考
は
、
公
募
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
公
募
に
よ
ら
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一

前
年
度
に
設
置
さ
れ
て
い
た
職
又
は
当
年
度
に
設
置
さ
れ
て
い
る
職
（
以
下
「
当
該
職
」
と
い
う

。
）
に
任
用
さ
れ
て
い
た
者
を
引
き
続
き
当
該
職
と
同
一
の
職
務
内
容
と
認
め
ら
れ
る
職
へ
の
任
用

の
選
考
の
対
象
と
す
る
場
合

二

職
の
性
質
か
ら
、
公
募
に
よ
り
難
い
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合

６

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
よ
ら
な
い
任
用
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
四
回
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

は
二
回
を
上
限
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

７

第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
よ
ら
な
い
任
用
は
、
口
述
考
査
及
び
当
該
職
に
お
け
る
そ
の

者
の
勤
務
成
績
等
に
基
づ
く
能
力
の
実
証
の
結
果
が
良
好
で
あ
る
者
に
限
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

教
育
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
そ
の
他
こ
の
規
則
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
の
職
及
び
非
常
勤
の
職
の
う
ち
、
施
行
後
に
引
き
続

き
当
該
職
と
同
一
の
職
務
内
容
と
認
め
ら
れ
る
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
の
職
が
設
置
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
制
度
移
行
対
象
職
」
と
い
う
。
）
は
、
第
四
条
第
五
項
第
一
号



に
規
定
す
る
前
年
度
に
設
置
さ
れ
て
い
た
職
と
み
な
す
。

４

制
度
移
行
対
象
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
が
、
第
四
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
よ

ら
な
い
任
用
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
に
任
用
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
上
限
の

回
数
か
ら
、
制
度
移
行
対
象
職
と
し
て
任
用
さ
れ
た
回
数
を
減
じ
た
も
の
を
上
限
と
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島

県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か

、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
範
囲
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
号
の
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
は
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
に
勤
務
す
る

職
員
と
す
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元

年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用

職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令

和
元
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
範
囲
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
一
号
の
委
員
会
が
定
め
る
職
員
は
、
徳
島
県
内
の
公
立
学
校
（
学
校
給
食
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
を
含
む
。
）
の
職
員
の
う
ち
、
徳
島
県

に
お
い
て
そ
の
給
与
を
負
担
し
て
い
る
職
員
（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条

例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る

。（
給
料
表
の
適
用
範
囲
等
）

第
四
条

条
例
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
料
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
給
料
表
に
対
応
す
る
別
表
第

一
に
定
め
る
等
級
別
職
務
区
分
表
（
以
下
「
等
級
別
職
務
区
分
表
」
と
い
う
。
）
の
イ
の
表
か
ら
ニ
の

表
ま
で
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
適
用
す
る
。

第
五
条

条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
条
例
別
表
第
五
に
掲
げ
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及

び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
で
委
員
会
が
定
め
る
も
の
は
、
等
級
別
職
務
区
分
表
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
等
級
）

第
六
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
等
級
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
）

第
七
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
以
外
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

別
表
第
二
に
定
め

る
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
の
初
任
給
欄
に
定
め
る
号
俸

二

前
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
等
級
を
次
に
掲
げ
る
職
務
の
等
級
に
決
定
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
（
以
下
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）

常
勤
職
員
と
の
均
衡
及
び
当
該
特
定
職
員
の
有
す
る

能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
号
俸

イ

小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
の
二
級

ロ

高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
の
二
級

ハ

行
政
職
給
料
表
の
二
級
及
び
三
級

２

そ
の
経
歴
（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
以
前



の
経
歴
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
別
表
第
三
に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算

し
て
得
ら
れ
る
経
験
の
年
数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
俸
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
よ
り
上
位
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の

上
限
欄
に
定
め
る
号
俸
を
超
え
る
号
俸
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

第
八
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
名
欄
の
区
分
に

応
じ
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
特
定
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

２

初
任
給
基
準
表
の
職
名
欄
の
区
分
は
、
そ
の
者
が
占
め
る
職
（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
三

条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
職
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
て
適

用
す
る
。

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）

第
九
条

新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
は
、
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
の
号
数
に
、
当
該
経
験
年
数
の
月
数
を
三
月
で
除
し
た
数
（
一
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
）

第
十
条

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
は
、
高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
準
高
度
業
務
の
職
に
採
用
さ
れ
た
フ

ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
委
員
会
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ

て
い
た
期
間
（
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
の
調
整
に
係
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間

を
含
む
。
）
が
通
算
し
て
三
十
五
年
に
達
し
て
い
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
は
、
初

任
給
調
整
手
当
は
支
給
し
な
い
。

３

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
は
一
年
と
し
、
そ
の
月
額
は
三
万
三
千
円
と
す
る
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
期
末
手
当
）

第
十
一
条

期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
は
、
条
例
第
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
在
職
す
る
同
項
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校

職
員
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
五
条
の
二
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
以
外

の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
す
る
。

一

無
給
休
職
者
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年

徳
島
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
）

二

刑
事
休
職
者
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
会
計
年

度
任
用
学
校
職
員
を
い
う
。
）

三

停
職
者
（
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
を
い
う

。
）



四

専
従
休
職
者
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
（
以
下
「
専
従
許
可
」

と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
を
い
う
。
）

五

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
う
ち
、
職
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員

以
外
の
も
の

第
十
二
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
は
、
会
計
年
度
任
用
学
校

職
員
と
し
て
の
任
期
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

基
準
日
を
含
む
任
期
（
当
該
任
期
が
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
更
新
前
の
任
期
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
任
期
に
連
続
す
る
任
期
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
（
以
下
単
に
「
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。

）
が
十
五
時
間
三
十
分
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
を
除

く
。
）

２

条
例
第
十
条
第
三
項
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
は
、
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と

し
て
の
任
期
の
う
ち
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
以
外
の
任
期
と
す
る
。

３

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
そ
の
任
期
の
満
了
前
に
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
及
び

前
項
に
定
め
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
退
職
の
日
を
当
該
任
期

の
末
日
と
す
る
。

４

条
例
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
除
く
。
）
と
し
て
の
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
条
例
第
十

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
の
任
期
と
み
な
す
。

第
十
三
条

条
例
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
す
る
。

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。

一

一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期
間

二

第
十
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ

い
て
は
、
そ
の
全
期
間

三

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
当
該
育

児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た

期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
を
除
く
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ

い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

四

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

３

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
及
び
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
除
算
は
行
わ
な

い
。

第
十
四
条

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
の
適
用
を
受



け
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
そ
れ
ら
の
者
と
し
て
在
職

し
た
期
間
を
前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
算
入
す
る
。

一

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
十
九
号

）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

四

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

適
用
を
受
け
る
職
員

五

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条

例
第
三
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

六

知
事
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職

員
七

教
育
長
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

八

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
号

）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

九

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号

）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

十

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
五

号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

十
一

そ
の
他
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
者

２

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一

項
後
段
若
し
く
は
第
十
六
条
第
六
項
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
後
段
若
し
く
は

第
十
二
条
第
六
項
、
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
第
一
項
後
段
若
し
く
は

第
十
九
条
第
六
項
又
は
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
第
九
条
後
段
（
こ
れ

ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
前
条
第
一
項

の
在
職
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３

第
一
項
の
在
職
し
た
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
五
条

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
支
給
日
に
つ
い
て
は
、
学
校
職
員
の
給
料
等

の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
─
二
四
）
第
二
十
八
条
の
規
定

を
準
用
す
る
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
の
減
額
）

第
十
六
条

条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
の
減
額
の
基
礎

と
な
る
時
間
数
は
、
そ
の
給
料
の
計
算
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
な
か
っ
た
全
時
間
数
を
合
計
し
た
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
時
間
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
が
三
十
分
以
上

の
と
き
は
一
時
間
と
し
、
三
十
分
未
満
の
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
初
任
給
の
調
整
等
に
係
る
報
酬
）

第
十
七
条

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
の
初
任
給
の
調
整
等
に
係
る
報
酬
（
以
下
「
初
任
給
調
整
等
報
酬
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当



該
職
員
が
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
し
た
な
ら
ば
条
例
第
八

条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
初
任
給
調
整
手
当
又
は
義
務
教
育
等
教
員
特

別
手
当
の
月
額
を
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
月
額
と
み
な
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
出
し

た
額
と
す
る
。

２

初
任
給
調
整
等
報
酬
は
、
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

３

初
任
給
調
整
等
報
酬
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
が
条
例
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
減
額
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
初
任
給
調
整
等
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
学
校
職
員
に
対
す
る
初
任
給
調
整
手
当
又
は
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る

。（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
に
係
る
報
酬
）

第
十
八
条

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
殊
勤
務
に
係
る
報
酬
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
殊
勤

務
報
酬
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
範
囲

及
び
額
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県

条
例
第
四
十
五
号
）
に
定
め
る
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
の
範
囲
及
び
額
の
例
に
よ
る
。

２

特
殊
勤
務
報
酬
の
支
給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
殊
勤
務
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
学
校
職
員
に
対
す
る
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
宿
直
又
は
日
直
の
勤
務
に
係
る
報
酬
）

第
十
九
条

条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
の
宿
直
又
は
日
直
の
勤
務
に
係
る
報
酬
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
宿
日
直
報
酬
」
と
い
う
。

）
の
支
給
額
等
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
採
用
に
係
る
職
員
の

宿
日
直
手
当
の
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
二
条
の
規

定
の
例
に
よ
る
。

２

宿
日
直
報
酬
の
支
給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
超
過
勤
務
等
に
係
る
報
酬
）

第
二
十
条

条
例
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支
給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規

定
の
例
に
よ
る
。

２

条
例
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当
及
び
休
日
給
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

条
例
第
十
九
条
の
委
員
会
が
定
め
る
者
は
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三

十
分
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
す
る
。

第
二
十
二
条

条
例
第
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
四
項
の
期
末
手
当
基
礎

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

月
に
よ
っ
て
報
酬
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

基
準
日

現
在
に
お
け
る
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
額

二

日
に
よ
っ
て
報
酬
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

基
準
日



現
在
に
お
け
る
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
（
以
下
単
に
「
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
日
数
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
十
二
で
除
し
て
得

た
額

三

時
間
に
よ
っ
て
報
酬
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

基
準

日
現
在
に
お
け
る
条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
額
に
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時

間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
時
間
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

第
二
十
三
条

第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の

期
末
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
九
条
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

学
校
職
員
」
と
、
「
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条

第
五
項
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
十
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「

第
十
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
第
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
一
条
」
と
、
第
十
五

条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
の
減
額
）

第
二
十
四
条

第
十
六
条
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
の
報
酬
の
減
額
の
基
礎
と
な
る
時
間
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
通
勤
に
要
す
る
費
用
の
費
用
弁
償
）

第
二
十
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
条
例
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
日
数
を
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

第
二
十
六
条

前
条
及
び
次
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用

弁
償
（
以
下
「
通
勤
費
用
弁
償
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
─
一
七
）
（
第
八
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第

十
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
四
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

職
員

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校

第
一
号

職
員
（
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数

が
三
日
以
上
又
は
一
週
間
当
た
り
の



勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
以
上

で
あ
る
者
に
限
る
。
）

第
八
条
第
一
項

交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等
で
平

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校

第
一
号

均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
の

職
員

少
な
い
も
の
（
以
下
「
交
代
制
勤
務
者

等
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項

交
替
制
勤
務
者
等
に
あ
つ
て
は
、
平
均

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校

第
二
号

一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分

職
員
に
あ
つ
て
は
、
平
均
一
箇
月
当

た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
（
一
週
間

当
た
り
の
勤
務
日
数
に
五
十
二
を
乗

じ
、
そ
の
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た

数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
の
回
数

分
を
い
う
。
）

第
二
十
七
条

通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
日
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該

支
給
日
ま
で
に
届
出
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す

る
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な

い
等
の
た
め
、
当
該
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
新
た
に
条
例
第
二
十
三
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
以
下
「
通
勤
費
用
弁
償

支
給
職
員
」
と
い
う
。
）
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
か
ら
開
始
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
支
給

に
つ
い
て
、
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は

、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
支
給
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

３

通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
は
、
通
勤
費
用
弁
償
が
支
給
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学

校
職
員
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
を
、

通
勤
費
用
弁
償
支
給
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
は
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
を
も
っ
て
終

了
す
る
。

４

通
勤
費
用
弁
償
が
支
給
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
そ
の
額
を
変
更
す

べ
き
事
実
が
生
ず
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
支
給
額
を
改
定
す
る
。
第
二

項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
通
勤
費
用
弁
償
の
額
が
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
お
け
る
支
給
額
の
改
定

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
を
開
始
す
る
場
合
、

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
を
終
了
す
る
場
合
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
費
用
弁

償
の
支
給
額
を
改
定
す
る
場
合
並
び
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
費
用
弁
償
の
支
給
を
停
止
し
、
及
び

再
開
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
給
与
期
間
」
と
あ
る
の
は
、

「
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



６

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
法
第
二
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
職
員
の
分
限
に
関
す

る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
専
従
許
可
を
受
け
、
育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
育
児
休
業
を
し
、
又
は
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
中

、
通
勤
費
用
弁
償
を
支
給
し
な
い
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
旅
費
の
費
用
弁
償
）

第
二
十
八
条

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
旅
費
の
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
職

員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
旅
費
の

支
給
の
例
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
方
法
）

第
二
十
九
条

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の

給
料
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
給
料
等
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
条

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
（
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
酬
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
期
間
（
以
下
「
給
与
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
月
の

一
日
か
ら
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

給
与
期
間
の
報
酬
の
支
給
日
（
以
下
「
支
給
定
日
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
給
与
期
間
が
属
す
る
月

の
翌
月
の
十
五
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
県
の
休
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成

元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
る
と

き
は
、
そ
の
日
前
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
県
の
休
日
で
な
い
日
を
支
給
定
日
と
す
る
。

３

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
は
、
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
三

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

月
に
よ
っ
て
報
酬
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
は
、
新
た

に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
報
酬
を
支
給
し
、
離
職
し
た
日
（
死
亡

し
た
と
き
は
、
そ
の
月
）
ま
で
報
酬
を
支
給
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以

外
の
と
き
、
又
は
給
与
期
間
の
末
日
ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
報
酬
は
、
そ
の
給
与

期
間
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
た
日
割
り
に
よ
る
計
算
（
以
下
「
日
割
り
計
算
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
支

給
す
る
。

６

月
に
よ
っ
て
報
酬
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
給
与
期
間

の
中
途
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
給
与
期
間
の
報
酬
は
、
日

割
り
計
算
に
よ
り
支
給
す
る
。

一

休
職
に
さ
れ
、
又
は
休
職
の
終
了
に
よ
り
復
職
し
た
場
合

二

専
従
許
可
を
受
け
、
又
は
専
従
許
可
の
有
効
期
間
の
終
了
に
よ
り
復
職
し
た
場
合

三

停
職
に
さ
れ
、
又
は
停
職
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

四

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
始
め
、
又
は
育
児
休
業
の
終
了
（
育
児
休
業
法

第
五
条
に
規
定
す
る
失
効
等
を
含
む
。
）
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

（
端
数
計
算
）

第
三
十
一
条

次
に
掲
げ
る
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

る
。

一

条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
月
額

二

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
期
末
手
当
基
礎
額



三

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
の
額

四

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
初
任
給
調
整
等
報

酬
の
額

五

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
期
末
手
当
基
礎
額

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
の
例
外
）

第
三
十
二
条

等
級
別
職
務
区
分
表
の
職
名
欄
に
そ
の
者
が
占
め
る
職
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
会
計
年
度

任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き

委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
三
十
三
条

特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
の
規
則
の

規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
に
関
す
る
特
例
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
徳
島
県
学
校
職
員
給
与

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給

与
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
学
校
職
員
（
以
下
「
旧
臨
時
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
特

別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
特
別
職
の
職
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ

っ
て
、
施
行
日
以
後
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
と
な
っ
た
も
の
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
旧

臨
時
職
員
又
は
特
別
職
の
職
員
と
し
て
受
け
て
い
た
給
与
又
は
報
酬
の
水
準
に
鑑
み
て
委
員
会
が
特
に

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
号
俸
を
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
令
和
二
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
）

３

令
和
二
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
第
十
四
条
第
一
項
の
在
職
し
た
期
間
の
算
定
に
つ
い

て
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
旧
臨
時
職
員
（
委
員
会
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認

め
る
者
を
含
む
。
）
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
除
算
す
る
。



別表第一 等級別職務区分表（第四条，第五条関係）

イ 小学校中学校教育職給料表等級別職務区分表

職務の等級 職名

１級 教育業務

２級 準高度業務

ロ 高等学校等教育職給料表等級別職務区分表

職務の等級 職名

１級 教育業務

２級 準高度業務

ハ 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級 職名

１級 専門業務

一般業務

補助業務

２級 準高度業務（他の等級別職務区分表の適用を受ける者を除く。）

３級 高度業務

二 医療職給料表等級別職務区分表

職務の等級 職名

１級 管理栄養士

栄養士



別表第二 初任給基準表（第七条関係）

イ 小学校中学校教育職給料表初任給基準表

職名 初任給 上限

教育業務 １級９号俸 １級２１号俸

ロ 高等学校等教育職給料表初任給基準表

職名 初任給 上限

教育業務 １級９号俸 １級２１号俸

ハ 行政職給料表初任給基準表

職名 初任給 上限

専門業務 １級２１号俸 １級３３号俸

一般業務 １級５号俸 １級１７号俸

補助業務 １級１号俸 １級５号俸

備考 委員会が特に必要と認める者にこの表を適用する場合は，その者に適用され

る同表の初任給欄及び上限欄に定める号俸の号数に四を加えて得た数を号数と

する号俸をもって，それぞれ同欄の号俸とすることができる。

二 医療職給料表初任給基準表

職名 初任給 上限

管理栄養士 １級１９号俸 １級３１号俸

栄養士 １級１１号俸 １級２３号俸



別表第三 経験年数換算表（第七条関係）

経歴 換算率

会計年度任用学校職員とし フルタイム会計年度任用学 100／100

ての在職期間 校職員として同種の職務に

従事した期間

パートタイム会計年度任用 100／100以下

学校職員として同種の職務

に従事した期間

会計年度任用学校職員の職 100／100以下

務とその種類が類似する職

務に従事した期間

その他の期間 会計年度任用学校職員の職 100／100以下

務とその種類が類似する職

務に従事した期間



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
殻
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
あ
わ
び
（
く
ろ
あ
わ
び
を
除
く
。
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

岡

本

彰

一

禁
止
区
域

徳
島
海
区
（
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
な
す
水
面
）

二

禁
止
期
間

令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

適
用
除
外

こ
の
指
示
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

１

第
一
種
共
同
漁
業
権
又
は
こ
れ
に
係
る
入
漁
権
に
基
づ
き
種
苗
と
し
て
採
捕
す
る
場
合

２

試
験
研
究
、
教
育
実
習
又
は
増
養
殖
用
の
種
苗
の
供
給
の
た
め
の
採
捕
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
得
た
場
合

四

有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。


